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l介護予防の取組の重要性について  

1介護保険制度の実施状況  

被保険者数・要  

（）高齢轟数（川曽J帖ゝ利敵川i－毒l′ 伴い．要／†護博引岩）認廿責数／）1   
増加lノ＝ノ1で‡）  

65ト歳以上の被保険者数は、6年8ケ月で約482万人（22％）増加  

ミ12年4月末  平成15年4月末  平成18年4月末  平成18年12月末   

165万人  2，398万人   2，594万人   2，648万人   

）認定者数の推 

要∩護（要支援）認定者は、6年8ケ月で約222万人（102％）増加  

12年4月末  平成15年4月末  平成18年4月末  平成18年12月末   

18万人   348万人   435万人   440万人   
（出典介護保険事業状況報告）   





者（65歳以上）数の推移  

（）睨在り）高齢化開廷則J、高齢lレハl速くさj  

（）ノ（）1rうけl」隋（ハ高齢化開閉＝、高齢高教（ノ）！写〔＼岳け）閃頴  

高齢者人口（千人ノ  
十0′～20年間で 

約3500万人に！！！   口明治以前生まれ  
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認知症高齢者数の推移  

（）要∩護者のうら1／′2は、認知症の影響が認められ、   

与後、認知症高齢者は急速な増加が予想される  

認定申請時の所在（再掲）単位：万人  
要介護者の認知症高齢者     要介護者  

自立度  
（2002年9月未現在）  居宅  特別養護  老人保健  介護療養型医  その他の     要支援者   老人ホー  

ム   施設   療施設   施設   

総  数  314   210   32   25   12 34   

再  認知症自立度Ⅱ以上   149   73   27   20   10   19  

掲  認知症自立度Ⅲじ」二   79   28   20   1台   さ   

将来堆 計  2002  2005  2010  2015  2020  2025  2030  2035  2040  2045   

認知症  

自立度Ⅱ  
以上   

認知症  
自立度Ⅲ  
以上   

※ 下段は、65歳以上人口比（％）  （平成15年6月 高齢者介護研究会報告書より）  

高齢者の世帯形態の将来推計  

り弓後、高齢壱のお 人暮らし世帯が急速い曽加亘る  

（）2015年以隋、高齢者世帯のうら   
約1′／3し1独居匝帯、約■ト′ノ3が夫婦〃）′ナ＝廿帯J・推言†さf！．る  

（万世帯）  

2005年  2010年  2015年  2020年  2025年  

4，904万世帯  5，014  5，048  5，027  4，964   

以  

386万世帯  471   566   635   680  

28．9％  30．6％  32．2％  34．4％  36．9％   

占  470万世帯  542   614   631   609  

）  35．19・ら  35。2％  34．8％  34．2％  33．1％   

世帯主が65歳  

単独  

止ヒ率＼）  

夫婦の  

し比率二  

（注）比率は、世帯主が65歳以上の世帯に占める割合  

出典＝国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計一平成15年10月推計－」   



1  

l】介護予防事業について  

1予防重視型システムヘの転換  
（一）平成18年磨い（i、ぐさる限り要支援i要汀護状態しならない、   

あるいl。i、重度化しないよう「∩・護予防lを重視しだシステ／＼の   
確i▲fを目指し『制度の吊直トを才子1た「 

要介護認定非該当←ヰ→ 要支援・要介護認定者  

対
 
象
 
者
 
 

【介護予防の財政効果】・地域支援事業の創設により2¢％、  

・新予防給付の創設により10％ の重度化の防止を見込んでいる。   



見直しのポイント1  別の原因割合  

（〕要支援・要ハ護1の認定者は、廃用   
症候群を原困とする場告が多い。 

介護予防のねらい  

「介護予防の推進」と「生活習慣病対  

策の推進」の2つのアプローチにより  

国民の健康寿命（平均寿命から要  

介護状態等となった期間を除いた期  

間）を延ばすことで、高齢者が生き  

生きと暮らすことができる明るく活  

力ある超高齢社会を構築する。  

これまでの介護予防の問題点  

軽度者については、適切な対応によ  

り要介護状態の改善が期待されるが、  

これまでの改善を支援する観点から  

のサービスが十分に提供されていな  

い。   

予防重視型システムヘの転換  

＼tサーヒ亜直の見直上  

「運動器の機能向上」「栄養改善」  

「口腔機能の向上」等のサービスを導入  

②対象者の見直し   

要支援者・要介護者だけでなく、要支援・要   
介護状態になる可能性の高い者（要介護予   

備群）に拡大  

β）ケアマネジメントの見直し   

地域包括支援センターにおいて、利用者の  

意欲を引き出すための目標指向型のケアマ   

ネジメントを実施  

舌 齢者  

護者  
〈生活機能評価〉  嘩介轟誼衰ト  
特定高齢者の把握  分譲め手間のかかり具合の審査  

非該当者  
‡  

建撃壁聖   

全ての高齢者姜細・軟論こなる・   要支援者  要介護者   

二、．1  
介護給付  

可能性の高い者  

地域飽騰貴接セムヶタ…   

介護予防ケアマネジメント等  

地域支援事業  

予防給付  

6   



支援事業における介護予防事業  
○要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進するとともに、地域における包括的・継続的   

なマネジメント機能を強化する観点から、市郎＝∵′‘窒管する「他校支指事某」至創享蔓  

地域支援事業の内容  介護予防一般高齢者施策  
（ポピュレーションアプローチ）  

1jl護予防事業  
2 包括的支援事業   

地域包括支援センターで実施される   
8〕介護予防ケアマネジメント業務   
㈲鷹合相談支援業務  
③権利擁主筆業務  
④包括的・継続的ケアマネジメント支援業務  

3 任意事業   
介言董給付費等適正化事業、家族介護支援事業など  

○汁諸子肪き及彗発事業   
市町村が効果があると認めるものを適宜実施  

・パンフレットの作成配布  
・講演会の開催  
・介拝予防手帳の配布等  

OI巾域つ†護予防活動吏嬢事業   
市町村が効果があると認めるものを適宜実施  

・ボランティア等の人材を育成するための研修  
・介護予防に資する地域活動組織の育成・支援等  

○バ諸手防 鉛高齢者棒軍書ヰ価事孝  

介護予防特定者高齢者施策  
いイリスクアブⅢ－チ）  

○†与Jl爵齢責軒揮尊書  

特定高齢者施策の対象となる「要支援・要介護状態に   
なるおそれの高い者」（＝特定高齢者）を把櫨。  

0虐p斤聖J岳齢畜予紡毛誓  

特定高齢者に対し、介護予防を目的として通所形態の   
事業を実施。  

＜運動器の機能向上・栄養改善・口腔機能向上等＞  
0訪問琴用詑予防睾掌  

保健師等が居宅を訪問して、相談・指導を実施。  
＜閉じこもり・認知症・うつの予防・支援等＞  

OJ†ぅ登f肪†‡．i昂齢責施策喜一日勤等等  

－一般高齢者施策 ～ポピュレーションアプローチ～   

船高齢琶施策は、市町l村独自の基準で介護  

予防事業の対象者を決め、事業を実施するこ  

と力呵能   

○ 般高齢者廉価と相好高齢裔穐康を適切に細   

り．′汗）りア、地域の実情に応じた効果的な介護   

予防事業を展開することが大切  

○介護予防の効果は、 姫島師苔恥鵜 川く！】  

1 ノノl；ノ  特定高齢者施策  

′、イリ．．1ウ／′ノrlナ）と（；′初学を考えることが   

大切  

○由禰廉け牒旺帖 糸車パう川Iり湘削れ行目諸手   

情事葦を展開することが大切   

解義齢音施策と特定高齢者臓策の両日を含  

めて介護予防の効果を考えることが大切  



特定高齢者施策 ～ハイリスク・アプローチ～  

1．基本チェックリスト  

特に、要支援・要介護になる可能性の  

高い高齢者に、優先的にアプローチし、  

特に手厚い支援を行うことにより、生活  

機能の維持・改善を図る  
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①対象者の選定（生活機能評価）   

従来の参加者による手挙げ方式ではなく  

「基本チェックリスト止「医師による評価」   

によりで対象者を選定  

②サービスの提供（介護予防プログラム）   

運動器の機能向上、栄養改善、口腔機  
能の向上、閉じこもり・認知症－うつの予   

防・支援  

③介護予防ケアマネジメント   

地域包括支援センターによるケアマネジ   
メント  

④事業評価  

I  
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2．医師による評価   

①生活機能の評価  
（問診（基本チェックリスト等）、身体計測等）  

②運動実施等のリスク管理（心電図、貧血検査等）  
事業のプロセスや結果の評価を実施  

2 介護予防事業の効果的な実施  
特定高齢者の把握がうまく進まないという声  
もありますが…。  （参考）青森県の事例  

事醐肌ワチエ一党≠tて  

～薬局を窓口とした情報提供～  
特定高齢者の把握のポイントは、  

①r多くの力をチエノウ（きる基本健康診査ルトjと  
②「特定高齢者の可能憎い高い関係機関等ルトlの  
組み合わせ  

〔考え方〕  
○集団†建詣に併せて実施する方法は、多くの高齢者をぺワリ   

ニンウする方法として効率的であるが、特定高齢青†享妾当プチ   
る割合は低い  

○健診未受診者等については、特定高齢者ぐある口絹巨順の高   
い者の割合が高いと考±られ 地域包括支援センターや医   
療機関、民生児童委員等と連携することにより把握すること   
は効率的かつ効果的  
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特定高齢者を把握するルート（基本チェックリストの実施）  

l宝瀾懐機関等ルート  
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